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通
学
・
通
勤
、
買
い
物
な
ど
私
た
ち

の
日
常
的
な
移
動
手
段
と
し
て
欠
か
せ

な
い
自
転
車
。
サ
イ
ク
リ
ン
グ
や
、
健

康
増
進
、
環
境
に
配
慮
す
る
意
識
の
高

ま
り
な
ど
に
よ
り
、
自
転
車
を
利
用
す

る
人
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
自
転
車
利
用
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る

中
で
、
近
年
、
自
転
車
の
交
通
事
故
に

よ
る
高
額
賠
償
請
求
事
例
が
全
国
各
地

で
発
生
し
、
自
転
車
の
交
通
事
故
に
対

す
る
社
会
的
な
責
任
の
重
み
が
増
し
て

き
て
い
ま
す
。
市
内
で
も
自
転
車
が
関

係
す
る
交
通
事
故
が
多
く
発
生
し
、
死

傷
者
も
出
て
い
ま
す
。下
表
の
と
お
り
、

自
転
車
が
関

係
す
る
交
通

事
故
の
死
傷

者
数
が
、
全

体
の
死
傷
者

数
の
約
4
分

の
1
を
占
め

て
い
て
、
大

き
な
問
題
に

な
っ
て
い
ま

す
。

　「
自
転
車
だ
か
ら
大
丈
夫
」
と
思
っ

て
い
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
自
転
車
は
道
路
交
通
法
上
で
は
車

両
の
一
種（
軽
車
両
）で
あ
り
、
油
断
を

し
て
い
る
と
重
大
な
事
故
を
引
き
起
こ

す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

保
険
で
、
個
人
賠
償
責
任
保
険
・
団
体

保
険
・
共
済
な
ど
が
あ
り
ま
す（
3
ペ

ー
ジ
参
照
）。

　
保
険
加
入
義
務
化
の
対
象
と
な
る
の

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
日
常
生
活
利
用
者

●
自
転
車
利
用
者

＊
未
成
年
者
が
自
転
車
を
利
用
す
る
場

合
は
保
護
者
等
。

②
事
業
者

●
自
転
車
を
利
用
す
る
事
業
者

●
自
転
車
貸
付（
レ
ン
タ
ル
）業
者
　
等

自
転
車
損
害
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す

か
？

　
ま
ず
は
、
保
険
加
入
チ
ェ
ッ
ク
フ
ロ

ー
（
3
ペ
ー
ジ
参
照
）で
保
険
に
加
入

　
自
転
車
損
害
保
険
と
は
、
自
転
車
を

利
用
中
に
、
相
手
に
け
が
を
負
わ
せ
て

し
ま
っ
た
場
合
の
損
害
賠
償
に
備
え
た

自
転
車
事
故
の
高
額
賠
償
請
求
事

例
が
発
生
し
て
い
ま
す

自
転
車
損
害
保
険
と
は
？

死傷者数
全体 うち自転車利用者（％）

Ｈ27 2,083人 514人（24.7％）
Ｈ28 2,055人 481人（23.4％）
Ｈ29 1,698人 406人（23.9％）

市内の交通事故死傷者数の状況
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高
額
賠
償
請
求
事
例

賠�

償
額
…
9
5
2
1
万
円（
平
成

25
年
7
月
神
戸
地
裁
判
決
）

概�

要
…
男
子
小
学
生（
11
歳
）が
夜

間
、
帰
宅
途
中
に
自
転
車
で
走

行
中
、
歩
道
と
車
道
の
区
別
の

な
い
道
路
で
歩
行
中
の
女
性

（
62
歳
）と
正
面
衝
突
。
女
性
は

頭
の
骨
を
折
る
な
ど
し
、
意
識

が
戻
ら
な
い
状
態
に
な
っ
た

　
近
年
、
全
国
で
自
転
車
の
交
通
事
故
が
多
発
し
、
市
内
で
も
死
傷
者
が
出
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
中
、
県
で
は
、
交
通
事
故
が
起
き
た
場
合
の
被
害
者
の
救
済
と
加
害
者
の
経
済
的
負

担
の
軽
減
を
目
的
と
し
て
「
埼
玉
県
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
」
を
改

正
し
、
4
月
1
日
㈰
か
ら
自
転
車
損
害
保
険
の
加
入
を
義
務
化
し
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も

万
が
一
の
事
故
に
備
え
て
、
早
め
に
自
転
車
損
害
保
険
に
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

防
犯
・
交
通
安
全
課
L
2
2
4
︲
5
7
2
1

O
2
2
4
︲
6
7
0
5

自
転
車
損
害
保
険
へ
の
加
入
が
義
務

と
な
り
ま
す

月
から
４
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悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度

安
全
に
利
用
す
る
た
め
に

　自転車乗用中に、信号無視などの危険行為を反復する悪質な自転車運転者には、講習の受講が義務付
けられています。

し
て
い
る
か
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

既
に
お
持
ち
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や

自
動
車
保
険
、
火
災
保
険
等
の
特
約
と

し
て
自
転
車
保
険
が
つ
い
て
い
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
未
加
入
の
方
は
、
自
転

車
販
売
店
や
保
険
会
社
な
ど
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
主
な
自
転
車
損
害
保
険

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
下
の
2
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
自
転
車
損
害
保
険

の
保
険
料
や
補
償
内

容
は
、
各
保
険
会
社

等
の
商
品
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

保
険
を
選
ぶ
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
補
償

内
容
な
ど
を
よ
く
確
認
し
、
ご
自
身
の

自
転
車
の
利
用
形
態
に
応
じ
た
保
険
に

加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　
自
転
車
損
害
保
険
に
加
入
し
、
万
が

一
に
備
え
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
自

転
車
を
利
用
す
る
際
は
運
転
者
と
し
て

の
責
任
を
持
ち
、
交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ

ー
を
守
り
、安
全
に
運
転
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
ル
ー
ル
等
を
守
ら
な
い
運
転
者

に
は
下
記
の
講
習
制
度
が
あ
り
ま
す
。

種類 概要

個人賠償責任保険

自転車向け保険 自転車事故に備えた保険
自動車保険の特約 自動車保険の特約で付帯した保険
火災保険の特約 火災保険の特約で付帯した保険
傷害保険の特約 傷害保険の特約で付帯した保険

団体保険
会社等の団体保険 団体の構成員向けの保険
PTAの保険 PTAや学校が窓口となる保険

共済 全労災・市民共済など
TSマーク付帯保険 自転車の車体に付帯した保険
クレジットカードの付帯保険 カード会員向けに付帯した保険

自転車損害保険 ①日常生活利用者向け

種類 概要
施設所有者賠償責任保険 業務活動中の事故に備えた保険
TSマーク付帯保険 自転車の車体に付帯した保険

自転車損害保険 ②事業者向け

＊市では、自転車損害保険の取り扱いはありません。

保険加入チェックフロー
自転車を利用中に、他人にけがをさせてしまった場合など、相手の生命や
身体の損害を補償できる保険（自転車損害保険等）に加入していますか

共済、各種団体保険（職場で加入する保険や学校の PTA 保
険など）のいずれかに加入していますか

自転車損害保険等に相当する補償が基本補償または特約と
してついていますか

すでに自転車保険に
加入しています

加入している保険会社に
確認してください

自転車損害賠償保険
への加入が必要です

傷害保険、火災保険、自動車保険のいずれかに加入していますか

はい いいえ 分からない

①危険行為を反復
「交通違反による取締
り」または「交通事故」
で3年以内に2回以上
摘発された場合

②受講命令
危険防止のため、公
安委員会が自転車運
転者講習を受けるよ
う命令

③講習の受講
講習時間＝3時間
受講手数料＝5,700円
（受講命令に従わない場
合には5万円以下の罰金）

講習制度の流れ
●信号無視
●酒酔い運転
●指定場所一時不停止等
●通行禁止違反
●安全運転義務違反
など14の危険行為

危険行為の例
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市役所

時の鐘時の鐘

蓮馨寺蓮馨寺

アトレアトレ

川
越
駅

川
越
駅

川
越
市
駅

菓
子
屋
横
丁

蔵
造
り
の
町
並
み

蔵
造
り
の
町
並
み

本
川
越
駅

小
江
戸
蔵
里

小
江
戸
蔵
里

ク
レ
ア
モ
ー
ル

県道川越
日高
線

県道川越
日高線

本
川
越
駅
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小
江
戸
蔵
里 

昭
和
蔵
が

　
　
　
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す

　
平
成
22
年
10
月
の
オ
ー
プ
ン

以
来
、
川
越
の
地
場
産
品
の
販

売
や
地
元
川
越
の
食
を
味
わ
え

る
施
設
と
し
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
や
観
光
客
に
親
し
ま
れ
て
き
た
小
江
戸
蔵
里（
産
業
観
光

館
）。
こ
の
度
、
昭
和
蔵
の「
く
ら
市
場
」
が
県
内
の
地
酒
が

楽
し
め
る「
き
き
ざ
け
処ど

こ
ろ

」
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

　
日
本
酒
は
、
日
本
の
食
文
化
の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
海
外

で
も
人
気
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
蔵
造
り
の
町
並
み
や
着
物

な
ど
、
和
の
文
化
が
今
も
な
お
残
る
川
越
か
ら
日
本
文
化
を

発
信
し
、
さ
ら
な
る
に
ぎ
わ
い
の
創
出
と
商
業
の
振
興
を
目

指
し
ま
す
。

　
新
し
い
昭
和
蔵
で
は
、
県
内
35
蔵
の
地
酒
を
コ
イ
ン
式
試

飲
機
で
体
験
で
き
る
ほ
か
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
苦
手
な
方
も
楽

し
め
る
よ
う
甘
酒・ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
な
ど
を
販
売
し
ま
す
。

ま
た
、
市
内
で
製
造
し
て
い
る
味み

噌そ

や
醤し

ょ
う

油ゆ

な
ど
を
中
心
と

し
た
発
酵
食
品
の
購
入
も
で
き
ま
す
。
商
品
等
に
つ
い
て
詳

し
く
は
、
小
江
戸
蔵
里
L
2
2
8
︲
0
8
5
5
ま
た
は
同

館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
国
内
外
か
ら
の
観
光
客
の

方
も
楽
し
め
る
昭
和
蔵
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

産
業
振
興
課

産
業
振
興
課
L
2
2
4
‐
5
9
3
4

O
2
2
4
‐
8
7
1
2

写真はイメージです写真はイメージです

昭和蔵平面図

角打ち
テーブル

カウンター

入
り
口

3
月
10
日
㈯

コイン式試飲機コイン式試飲機

発酵食品
コーナー
発酵食品
コーナー

日
本
酒
販
売

コ
ー
ナ
ー

日
本
酒
販
売

コ
ー
ナ
ー

おみやげ（酒
器・雑貨）コ
ーナー

おみやげ（酒
器・雑貨）コ
ーナー おみやげ（酒・食品）

コーナー
おみやげ（酒・食品）
コーナー

昭和蔵
大正蔵

明治蔵

小江戸蔵里外観（イメージ図）

所在地…新富町１丁目10－１
営業時間…午前11時～午後7時
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やってみませんか？ 集団回収

　集団回収は、地域住民の自主活動として、各家庭から資
源を回収し一定の場所に集め、資源物を取り扱い業者に引
き渡すリサイクル活動です。ごみの減量・資源化の促進に
効果があり、市からの報償金もあります。
■集団回収説明会を開催します
　紙類、びん、かん、布類の回収を集団で実施している市
民団体（子ども会や自治会等）や、これから始めてみたいと
考えている団体は、説明会に参加してください。なお、現
在登録している団体には、事前に代表者へ通知しています。
当日直接会場。
日時…3月10日㈯午前9時～▶11時～▶午後2時～　会場
…つばさ館
■集団回収事業報償金の申請受け付け
　1月1日から3月31日までに実施した、集団回収実績に
対する報償金の申請を受け付けます。
受付期間…4月2日㈪～13日㈮　受付場所…資源循環推進
課（つばさ館1階）　提出書類…集団回収報償金交付申請
書・集団回収実施報告書
■集団回収優良団体を表彰しました
　1月24日、平成29年度集団回収優良団体表彰式が行われ
ました。過去3年間の回収量が多いことなどから選ばれた
集団回収優良団
体に、川合市長
から感謝状と記
念品が贈られま
した。受賞団体
は、幸、仲、松
江町育成会・大
波子ども会・岸
町3丁 目 自 治
会・熊野町自治会・下久下戸自治会・霞ケ関北小学校
PTA・大東西小学校 PTA・大東西中学校 PTAの8団体です。

　ごみゼロ運動は、道路や公園などの公共
の場に落ちているごみや空き缶を拾い、清
潔な環境を保ち、美しいまちづくりをする
運動です。皆さんのご協力をお願いします。

資源循環推進課L239－6267
O239－5054

資源循環推進課L239－6267O239－5054

資源循環推進課L239－6267
O239－5054

今年の「ごみゼロ運動」は
5月 27日㈰、10月 28日㈰です

ごみ処理とぴっくす
引っ越しシーズン、
　多量のごみはどう捨てる？

　新しい生活の準備を始めるこれからの時期
は、引っ越しなどで多量のごみが出やすい時
期です。
　普段利用している集積所に多量のごみを出
すと、他の利用者が
ごみを出せなくなっ
たり通行の妨げにな
ったりすることがあ
ります。集積所に出
す場合は、必ず少量ずつ何度かに分けるよう
にしてください。
　一度に処分する場合、市の処理施設に直接
持ち込むことができます。可燃や不燃など品
目の違うごみを同じ車に乗せて持ち込むこと
はできますが、袋を分けるなどあらかじめ分
別をしてください。ご協力をお願いします。
　詳しくは、３月10日発行の広報川越と同
時期に配布される「平成30年度家庭ごみの分
け方・出し方」をご確認ください。

川越市義援金（台風第21号）をお配りしました 福祉推進課L224－5769
O225－3033

　昨年の台風第21号による大雨で、市内に大きな被害が
発生しました。この被害に対し、多くの市民・団体から心
のこもった義援金が寄せられました。市義援金の運営・配
分等について協議する義援金運営委員会は、これまでに寄
せられた義援金を床上浸水・床下浸水の被害に遭われた世
帯に配分することを決定し、1月31日からお配りしました。
　被害に遭われた皆様の1日も早い生活の復旧をお祈り申
し上げますとともに、義援金を寄せてくださった皆様にお
礼申し上げます。

■義援金額…2,348万3,463円（2月5日現在）
＊川越市自治会連合会から、1,449万5,638
円をお預かりしました。
■対象世帯および1世帯配分金額
床上浸水（275世帯）…70,000円
床下浸水（257世帯）…15,000円
＊義援金残余金については、被害に遭われた
世帯が多かった地区の自治会にお配りし、地
域の防災等に役立てていただきます。
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所得税等の確定申告・納付はお早めに
　平成29年分の所得税等の申告・納付期限は次のとおりです。確定申告書は、国税庁ホームページや確
定申告の手引きを利用し、自宅で作成して添付書類と一緒に〒350－8666並木452－2・川越税務署に提
出してください。郵送の場合で申告書（控）に税務署受付印が必要な方は、受付印を希望する旨の添え書き
と切手を貼付した返信用封筒を同封してください。確定申告書の作成等について詳しくは、川越税務署
L235－9411（ガイダンスの後に「0」を選択）までお尋ねください。

川越税務署L235－9411

事業所税の申告は忘れずに

　事業所税とは、都市環境の整備・改善に充て
られる目的税です。事業を行う法人・個人で、
市内の事業所などの床面積の合計が1,000㎡を超
える場合、または市内の事業所の従業者数が100
人を超える場合は、申告納税が必要です。事業
年度の終了の日から2か月以内（個人の場合は翌
年の3月15日まで）に申告し、納税してください。
　なお、床面積の合計が800㎡を超え1,000㎡
以下の場合、または市内にある事業所の従業者
数が80人を超え100人以下の場合は課税されま
せんが、申告の必要があります。また、事業所
用家屋の貸し付けをしている方は同課（本庁舎
2階）または市ホームページにある「事業所用家
屋貸付（異動）申告書」の提出をお願いします。
　申告手続き等について詳しくはお尋ねくださ
い。

市民税課L224－5637O226－2540
軽自動車等を廃棄・譲渡した場合など
は手続きが必要です

　軽自動車・原動機付自転車・二輪車などは、4月1
日を基準日として軽自動車税がかかります。廃棄や譲
渡などですでに所有していない場合、または登録内容
に変更がある場合は、基準日までに各窓口で手続きし
てください。手続き内容により持参いただくものが異な
ります。詳しくは各窓口にお尋ねください。
●�原動機付自転車（125㏄以下）・小型特殊自動車＝市
民税課（本庁舎2階）

●�二輪の軽自動車（125㏄を超え250㏄以下）・二輪の
小型自動車（250㏄を超える）＝関東運輸局埼玉運輸
支局所沢自動車検査登録事務所（所沢市牛沼688－
1）L050－5540－2029
●�軽自動車（三輪・四輪）＝軽自動車検査協会埼玉事務
所 所 沢 支 所（三 芳 町 北 永 井360－3）L050－
3816－3111

市民税課L224－5637O226－2540

農
業
委
員
会
委
員
の
任
命

（
敬
称
略
）

職
員
課
L
2
2
4
‐
5
5
5
3

O
2
2
5
‐
2
8
9
5

　
2
月
8
日
付
け
で
、
農
地
の
集
積
・

集
約
化
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・

解
消
な
ど
農
地
に
関
す
る
事
務
を
行
う

農
業
委
員
会
の
委
員
を
任
命
し
ま
し

た
。

栗く
り

原ば
ら

明あ
き
ら（

69
歳
・
今
成
二
丁
目
）

須す

賀が

庄し
ょ
う

次じ

郎ろ
う（

82
歳
・
宮
下
町
一
丁
目
）

粕か
す

谷や

貞さ
だ

夫お（
72
歳
・
福
田
）

関せ
き

根ね

誠ま
こ
と（

65
歳
・
鴨
田
）

吉よ
し

崎ざ
き

一か
ず

行ゆ
き（

67
歳
・
古
谷
本
郷
）

小こ

林ば
や
し

英ひ
で

男お（
68
歳
・
並
木
）

鈴す
ず

木き

一は
じ
め（

62
歳
・
寺
尾
）

石い
し

川か
わ

秀ひ
で

夫お（
61
歳
・
中
福
）

福ふ
く

田だ

純じ
ゅ
ん

一い
ち（

68
歳
・
豊
田
町
一
丁
目
）

長な
が

岡お
か

清き
よ
し（

74
歳
・
笠
幡
）

中な
か

野の

一か
ず

明あ
き（

65
歳
・
鯨
井
）

塩し
お

野の

謙け
ん

吉き
ち（

69
歳
・
古
谷
本
郷
）

内う
ち

田だ

光み
つ

夫お（
65
歳
・
北
田
島
）

山や
ま

田だ

哲て
つ

也や（
55
歳
・
中
台
南
一
丁
目
）

米よ
ね

原は
ら

民た
み

子こ（
80
歳
・
霞
ケ
関
東
五
丁
目
）

山や
ま

木き

綾あ
や

子こ（
66
歳
・
砂
新
田
五
丁
目
）

関せ
き

口ぐ
ち

勇い
さ
む（

76
歳
・
連
雀
町
）

申告・納付期限
●所得税および復興特別所得税
申告・納付期限…3月15日㈭
＊所得税の申告をする方は、原則、市・県民税の申告は不要です。
●個人事業者の消費税および地方消費税
申告・納付期限…4月2日㈪
●贈与税
申告・納付期限…3月15日㈭

受付会場・時間等
会�場…川越税務署（並木452－2）
受�付時間…午前8時30分～午後5
時
＊相談開始時間は、午前9時です。
＊申告書の作成には時間がかかり
ますので、午後4時ごろまでに受
け付けを済ませてください。
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皆さんの意見を募集します
　市では、次に掲げる施策や規則の制定を進めています。市民
の皆さんの意見を反映するため、施策や規則の制定に対する意
見を募集します。対象は、市内在住・在勤・在学、または利害
関係のある方です。
意見の提出方法
　閲覧場所で配布する意見用紙に必要事項を記入し、持参・郵
送・ファクスで各提出先。
＊市ホームページからも閲覧・意見の提出ができます。

意見の取り扱い
　提出された意見は、今後の施策や
規則制定の参考にします。また、意
見に対する考え方を公表します。類
似の意見は取りまとめて公表し、個
別の回答は行いません。なお、個人
情報は公表しません。

名称
担当課・問い合わせ 閲覧・募集期限 閲覧場所 提出先

概要

新たな交通施策（案）

交通政策課（本庁舎5階）
L224－5519
O225－9800

3月14日㈬（必着）
交通政策課
市民センター
南連絡所

〒350－8601
川越市役所交通政策課

　新たな交通施策として、利用者が予約をして目的地まで乗り合いで移動できるデマンド
型交通を検討しています。

川越市空家等の適切な
管理に関する条例施行
規則（全部改正）（案）

防犯・交通安全課
（本庁舎3階）
L224－5721
O224－6705

3月22日㈭（必着）
防犯・交通安全課
市民センター
南連絡所

〒350－8601
川越市役所防犯・交通
安全課

　「川越市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」の全部改正を検討しています。

市
民
課
L
2
2
4
︲
5
7
4
2

O
2
2
6
︲
5
0
9
1

年
度
替
り
の
時
期
は
窓
口
が
大
変
混
み
あ
い
ま
す

　
3
月
中
旬
か
ら
4
月
上
旬
の
年
度
替
わ
り
の
時
期
は
、
転
入
や
転
出
な
ど
の
届
け
出
が

多
く
、
市
民
課
や
南
連
絡
所
は
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ご
迷

惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
住
民
票
や
戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
は
、
市
民
セ
ン
タ
ー
で
も
受

け
付
け
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
市
民
セ
ン
タ
ー
の
場
所
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
川
越
市
民
の
し
お
り
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

＊
証
明
セ
ン
タ
ー
で
は
、
証
明
書
の
発
行
の
み
受
け
付
け
で
き
ま
す
。
転
入
・
転
出
な
ど

の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

第
2
・
第
4
土
曜
日
は
開
庁
し
て
い
ま
す

　
3
月
の
土
曜
開
庁
日
は
、
10
日
と
24
日
で
す
。

開
庁
時
間
…
午
前
8
時
30
分
～
正
午

開
庁
場
所
…
市
民
課（
本
庁
舎
1
階
）・
収
税
課（
本
庁
舎
2
階
）・
南
連
絡
所

開
庁
窓
口
取
り
扱
い
業
務

市
民
課

南
連
絡
所

住
民
異
動
に
関
す
る
届
け
出（
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更
な
ど
）、

戸
籍
に
関
す
る
届
け
出（
婚
姻
・
出
生
・
離
婚
・
死
亡
・
転
籍
な
ど
）、
印

鑑
登
録
・
市
民
カ
ー
ド
に
関
す
る
手
続
き
、
住
民
票
の
写
し
の
交
付
、
戸

籍
の
全
部
ま
た
は
個
人
事
項
証
明
書（
戸
籍
の
謄
本
ま
た
は
抄
本
）・
身
分

証
明
書
の
交
付
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付（
市
民
課
の
み
。
事
前
予
約
が
必
要
で
す
）

＊
住
民
異
動
届
の
受
け
付
け
等
で
他
の
市
区
町
村
な
ど
に
問
い
合
わ
せ
が

必
要
な
場
合
は
、
当
日
の
証
明
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

課
税
・
所
得
・
非
課
税
証
明
書
の
交
付

＊
営
業
証
明
書
の
取
り
扱
い
は
で
き
ま
せ
ん
。

納
税
証
明
書
の
交
付

固
定
資
産
税
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付

＊
住
宅
用
家
屋
証
明
書
、
固
定
資
産
家
屋
課
税
台
帳
登
録
証
明
書（
所
在

証
明
）の
取
り
扱
い
は
で
き
ま
せ
ん
。

収
税
課

市
税（
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
）の
納
付
、
納
税
証
明
書
の
交
付
、
納
付

書
の
再
発
行
、
納
税
相
談
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中
小
企
業
向
け
融
資

産
業
振
興
課
L
2
2
4
︲
5
9
3
4

O
2
2
4
︲
8
7
1
2

　
市
内
の
中
小
企
業
に
、
経
営
の
安
定
や

設
備
の
充
実
等
に
必
要
な
資
金
の
融
資
あ

っ
旋
を
し
て
い
ま
す（
左
表
参
照
）。
一
部

対
象
と
な
ら
な
い
業
種
が
あ
り
ま
す
の
で

同
課
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

中
小
企
業
へ
の
経
営
無
料
相
談

産
業
振
興
課
L
2
2
4
︲
5
9
3
4

O
2
2
4
︲
8
7
1
2

　

開
業
全
般
、
資
金
調
達
、
事
業
計
画
、

事
業
承
継
、
販
路
拡
大
な
ど
の
経
営
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。
中
小
企
業
診
断
士
の

資
格
を
持
つ
専
門
家
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
行

い
ま
す
。

日�

時
…
平
日
、午
前
10
時
～
午
後
7
時（
相

談
時
間
は
2
時
間
以
内
）

会�

場
…
ウ
ェ
ス
タ
川
越 

男
女
共
同
参
画

推
進
施
設

対�

象
…
市
内
中
小
企
業（
市
内
在
住
の
個

人
事
業
主
も
可
）

申�

し
込
み
…
同
課（
本
庁
舎
5
階
）ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
予
約
票
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
フ
ァ
ク
ス
で
同
課

4
月
か
ら
事
業
系
一
般
廃
棄
物

処
分
手
数
料
を
改
定
し
ま
す

環
境
施
設
課
L
2
3
9
︲
6
9
0
1

O
2
3
9
︲
6
9
0
3

　
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
費

用
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、事
業
所・

店
舗
・
工
場
な
ど
の
事
業
活
動
に
よ
っ
て

排
出
さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
手
数
料

を
4
月
1
日
㈰
か
ら
次
の
よ
う
に
改
定
し

ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

改
定
前
…
10
㎏
に
つ
き
1
7
0
円

改
定
後
…
10
㎏
に
つ
き
2
2
0
円

国
民
年
金
の
加
入
等
の
手
続
き

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す

市
民
課
L
2
2
4
︲
5
7
6
4

O
2
2
6
︲
5
0
9
1

　
国
民
年
金
に
は
、
20
歳
に
な
っ
た
と
き

や
会
社
を
退
職
し
た
と
き
等
に
行
う
加
入

手
続
き
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
と
き
等

に
行
う
請
求
手
続
き
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

3
月
5
日
㈪
か
ら
、
国
民
年
金
の
加
入
や

請
求
な
ど
の
手
続
き
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
手
続
き
の
際
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
番
号
確
認
書

類
と
本
人
確
認
書
類（
左
表
参
照
）、
年
金

手
帳
、
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
あ
れ
ば
番
号

確
認
と
本
人
確
認
が
1
枚
で
可
能
で
す
。

＊
印
鑑
は
本
人
が
手
続
き
す
る
場
合
は
、

不
要
で
す
。

国
民
年
金
受
給
者
・
加
入
者
が

亡
く
な
っ
た
ら

市
民
課
L
2
2
4
︲
5
7
6
4

O
2
2
6
︲
5
0
9
1

　
手
続
き
ご
と
に
受
付
場
所
が
異
な
り
ま

す
。
同
課（
本
庁
舎
1
階
）・
ね
ん
き
ん
ダ

イ
ヤ
ル
L
0
5
7
0
︲
0
　

5
︲
1
1
6
5

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
受
給
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　
「
国
民
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
」
の
提

出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
死
亡
月
ま
で
の

年
金
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
分
は
、
受
給

者
と
生
計
を
同
じ
に
し
て
い
た
遺
族
が
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
未
支
給
年

金（
保
険
給
付
）請
求
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
未
支
給
年
金
を
受
け
取

れ
る
の
は
、
3
親
等
内
の
親
族
で
す
。

国
民
年
金
の
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

■
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
る
場
合

要�

件
…
保
険
料
納
付
期
間
と
保
険
料
免
除

期
間
な
ど
の
合
計
が
25
年
以
上
あ
る
方

が
死
亡
し
た
場
合

対�

象
…
要
件
を
満
た
す
方
に
生
計
を
維
持

さ
れ
て
い
た
「
子
の
あ
る
配
偶
者
」
ま

た
は「
子
」

支�

給
期
間
…
子
が
18
歳
に
達
す
る
年
度
末

ま
で（
障
害
年
金
の
障
害
等
級
が
1
級・

2
級
の
子
の
場
合
は
、
20
歳
ま
で
）

■
寡
婦
年
金
が
受
け
取
れ
る
場
合

要�

件
…
第
1
号
被
保
険
者（
自
営
業
者
な

ど
）と
し
て
の
保
険
料
納
付
済
み
期
間

と
保
険
料
免
除
期
間
の
合
計
が
10
年
以

上
あ
る
夫
が
、
年
金
を
受
け
取
ら
な
い

ま
ま
死
亡
し
た
場
合

対�

象
…
要
件
を
満
た
す
夫
と
10
年
以
上
婚

姻
期
間
が
あ
っ
た
妻

支�

給
期
間
…
妻
が
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る

ま
で
の
最
長
5
年
間

■
死
亡
一
時
金
が
受
け
取
れ
る
場
合

要�

件
…
第
1
号
被
保
険
者
と
し
て
3
年
以

上
保
険
料
を
納
付
し
た
方
が
、
年
金
を

受
け
取
ら
な
い
ま
ま
死
亡
し
た
場
合

対�

象
…
要
件
を
満
た
す
方
と
生
計
を
同
じ

に
し
て
い
た
遺
族

融資の種類 融資限度額

特別小口無担保無保証人融資 1,250万円

中小企業一般貸付融資 1,250万円

中小企業中口事業資金融資 3,000万円

小規模企業者セーフティ融資    500万円

新規創業者支援資金融資 1,000万円

中小企業認証等取得資金融資    500万円

＊申し込みには、取扱金融機関との事前相談が必要です。

中小企業事業資金融資の限度額

●�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

●�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ

ー
ド
　
等

●�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

●�

運
転
免
許
証

●
健
康
保
険
証

●
年
金
手
帳
　
等

＋
番
号
確
認
書
類

（
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
）

本
人
確
認
書
類

（
顔
写
真
付
き
は
1
点
、

そ
れ
以
外
は
2
点
）
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住宅宿泊事業法（民泊新法）の主なルール
●届け出後に交付される標識の掲示
●宿泊日数等の定期報告の義務付け
●苦情や問い合わせへの迅速な対応
●宿泊者の安全・衛生の確保
●宿泊者名簿の備え付け
●宿泊日数の上限が1住宅あたり年間180日以内
●消防法令に適合していること
民泊が可能な家屋の例
● 人の生活の本拠として使用されている家屋（特

定の人が現在生活していて、住民票上の住所と
なっている家屋）

●入居者の募集が行われている家屋
● 別荘等季節に応じて年数回程度利用している

家屋
●休日のみ生活しているセカンドハウス
●転勤や相続等による一時的な空き家
●分譲マンション
＊分譲マンションの場合は、管理規約等で民泊サ
ービスを禁止している場合もあります。必ず管理
組合に確認してください。
民泊を始めたい方は必ず届け出を！
　3月15日㈭より、観光庁ホームページから事
前の届け出ができます。
＊届け出をしないで宿泊料を受けて人を宿泊させ
た場合や、宿泊日数が年間180日を超えた場合
は、旅館業法違反となります。違反すると、罰金
100万円以下が科される場合があります。

観光課L224－5940
O224－8712民泊の届け出がはじまります

　近年、日本に訪れる外国人旅行者が増加し、さまざまな宿泊のニーズがある中で、住宅の空き部屋な
どを利用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる民泊サービスが急速に普及しています。本来、宿泊料を受
けて人を宿泊させる場合には、旅館業法上の許可が必要ですが、6月15日に施行される住宅宿泊事業法
（民泊新法）では、旅館業法の許可がなくても届け出をした上で、一定のルールを満たせば民泊を行うこ
とができます。詳しくは、県観光課L048－830－3959にお尋ねいただくか、観光庁ホームページを
ご確認ください。

高齢・障害医療課L224－6195O224－7318

　平成30年3月31日で、こども医療費およびひとり親家庭等医療費の受給資格が終了するお子さんの
うち、一定の障害がある方は、重度心身障害者医療費支給制度への登録を行ってください。登録するこ
とで、引き続き保険診療の一部負担金などの医療費の助成を受けることができます。
＊精神障害者保健福祉手帳1級で受給資格登録をした場合、精神病床への入院費用は対象外となります。

登録について
　対象の方は必要書類を持参の上、同課（本庁舎
2階）で手続きをしてください。
対�象…こども医療費・ひとり親家庭等医療費の受
給資格が平成30年3月31日で終了するお子さ
んで、次のいずれかに該当する方
①�身体障害者手帳1～4級（4級は本人の市区町村
民税が非課税）の方
②療育手帳Ⓐ～Ｂの方
③�精神障害者保健福祉手帳1級の方
＊こども医療費、ひとり親家庭等医療費の受給資
格期間は、それぞれの受給者証に記載されていま
すので、ご確認ください。

必�要書類…障害の程度を証明するもの（身体障害者
手帳等）、健康保険証、本人または保護者名義の
通帳など振込先口座が分かるもの、印鑑、マイ
ナンバーカードまたは番号確認書類（通知カード
等）と本人確認書類（運転免許証等）
手�続き期間…4月2日㈪～16日㈪（期間中に手続
きをすれば4月1日㈰から助成を受けることが
できます）
＊4月17日㈫以降も手続きは随時可能ですが、
手続きをした日以降の医療費が助成対象となりま
す。
＊4月16日までに手続きが難しい方は、お問い
合わせください。

登録手続きを忘れずに
こども医療費・ひとり親家庭等医療費の受給資格が終了する方は

3月15日㈭から



催
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・
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催
し
・
募
集

＊
会
場
＝
問
い
合
わ
せ
と
同
じ
・
対
象
＝
ど
な
た
で
も
・
定
員
＝
な
し
・
経
費
＝
無
料
の
場
合
は
記
載
を
省
略
し
て
い
ま
す
。
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コ
ラ
ム

催
　
し
　

催
　
し
　

大
正
ロ
マ
ン 

de 

袴は
か
ま

美
人

～
春
ハ
短
シ
恋
セ
ヨ
オ
ト
メ
～

観
光
課
L
2
2
4
‐
5
9
4
0

　
は
か
ま
の
着
付
け
、
イ
ン
ス
タ
映

え
す
る
写
真
撮
影
会
、生
け
花
体
験
。

申
し
込
み
方
法
等
、
詳
し
く
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

日
時
…
3
月
22
日
㈭
午
後
1
時
～　

会
場
…
旧
山
崎
家
別
邸　
対
象
…
市

内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
19
歳
以
上

の
女
性（
2
人
1
組
）　
定
員
…
先
着

5
組　
経
費
…
1
人
5
0
0
0
円

旧
山
崎
家
別
邸
特
別
公
開

観
光
課
L
2
2
4
‐
5
9
4
0

　

母
屋
の
2
階
を
特
別
公
開
し
ま

す
。
当
日
直
接
会
場
。

日
時
…
3
月
24

日
㈯
午
前
11
時

～
▼
正
午
～
▼

午
後
1
時
～
▼

2
時
～　
会
場

…
旧
山
崎
家
別

邸　
定
員
…
各

先
着
20
人　
経

費
…
入
館
料
1
0
0
円（
大
学
生
・

高
校
生
＝
80
円
。中
学
生
以
下
無
料
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
支
援

講
習
会

こ
ど
も
家
庭
課
L
2
2
4
‐
5
8
2
1

O
2
2
5
‐
5
2
1
8

　
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ

ー
に
よ
る
講
習「
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
の
実
践
」。
託
児
あ
り（
3
月
22

日
㈭
ま
で
に
要
予
約
）。

日
時
…
3
月
24
日
㈯
午
前
10
時
～　

会
場
…
中
央
公
民
館　
対
象
…
市
内

在
住
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
等　
定

員
…
先
着
15
人　
申
し
込
み
…
3
月

5
日
㈪
午
前
9
時
か
ら
電
話
・
フ
ァ

ク
ス
で
同
課

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
講
座

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

L
2
2
4
‐
6
0
8
7

　
埼
玉
県
若
年
性
認
知
症
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
松ま

つ

本も
と

由ゆ

美み

子こ

さ
ん

に
よ
る
講
演
と
、
市
の
認
知
症
支
援

施
策
に
つ
い
て
の
説
明
。
当
日
直
接

会
場
。

日
時
…
3
月
12
日
㈪
午
後
2
時
～
3

時
30
分（
開
場
＝
午
後
1
時
30
分
）　

会
場
…
ウ
ェ
ス
タ
川
越 

多
目
的
ホ

ー
ル　
対
象
…
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
を
受
講
済
み
の
方　
定
員

…
先
着
2
5
0
人　

持
ち
物
…
オ

レ
ン
ジ
リ
ン
グ
ま
た
は
認
知
症
サ
ポ

ー
タ
ー
証
、
筆
記
用
具

か
わ
ご
え
の
生
き
物
を
た
ず

ね
て

環
境
政
策
課
L
2
2
4
‐
5
8
6
6

　
市
内
の
生
き
物
に
つ
い
て
実
地
観

察
と
講
義
。
野
外
活
動
で
き
る
服
装

で
、
筆
記
用
具
・
タ
オ
ル
持
参
。

日
時
…
3
月
27
日
㈫
午
前
9
時
30
分

～
午
後
0
時
30
分　
会
場
…
川
越
水

上
公
園　
定
員
…
先
着
30
人　
申
し

込
み
…
3
月
1
日
㈭
午
前
10
時
か
ら

電
話
で
同
課

特
別
弔
慰
金
の
請
求
は
お
済
み

で
す
か

福
祉
推
進
課
L
2
2
4
‐
5
7
6
9

O
2
2
5
‐
3
0
3
3

　
平
成
27
年
4
月
1
日
か
ら
受
け
付
け
を

開
始
し
て
い
る
戦
没
者
等
の
遺
族
へ
支
給

す
る
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
は
、
4
月

2
日
㈪
ま
で
と
な
り
ま
す
。
対
象
と
な
る

方
で
、ま
だ
請
求
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

同
課（
本
庁
舎
1
階
）で
配
布
す
る
請
求
書

類
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
同
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
要
件
等
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、同
課
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
に
つ

い
て
家
族
で
話
し
合
い
を

防
犯
・
交
通
安
全
課
L
2
2
4
‐
5
7
2
1

O
2
2
4
‐
6
7
0
5

　
昨
年
中
に
市
内
で
発
生
し
た
人
身
交
通

事
故
の
う
ち
、
第
一
当
事
者（
事
故
が
発

生
し
た
場
合
に
一
番
過
失
が
重
い
人
な

ど
）が
65
歳
以
上
の
運
転
者
で
あ
っ
た
件

数
は
2
7
5
件
で
、
全
体
の
約
19
％
を
占

め
て
い
ま
す
。
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
の
運
転

リ
ス
ク
に
は
、
加
齢
と
と
も
に
、
緑
内
障

な
ど
の
疾
病
に
よ
り
視
野
が
狭
く
な
る
、

記
憶
力
・
判
断
力
が
低
下
す
る
、
筋
力
が

衰
え
る
、
反
射
神
経
が
鈍
く
な
る
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
症
状
に
少

し
で
も
当
て
は
ま
り
、
運
転
に
不
安
を
抱

え
て
い
る
方
は
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納

を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
手
続
き
等
に
つ
い

て
詳
し
く
は
、
川
越
警
察
署
L
2
2
4
‐

0
1
1
0
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ご
存
じ
で
す
か
？ 

セ
ー
フ
テ
ィ
サ
ポ
ー

ト
カ
ー

　
セ
ー
フ
テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
カ
ー
は
、
通
称

「
サ
ポ
カ
ー
」「
サ
ポ
カ
ー
S
」
と
呼
ば
れ
、

高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
交
通
事
故
対
策

の
一
環
と
し
て
、
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー

キ（
自
動
ブ
レ
ー
キ
）な
ど
の
先
進
安
全
技

術
を
活
用
し
た
一
定
の
運
転
支
援
機
能
を

備
え
て
い
ま
す
。
特
に
サ
ポ
カ
ー
S
に
該

当
す
る
車
両
は
、
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル

の
踏
み
間
違
い
に
よ
る
交
通
事
故
が
多
い

高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
、
交
通
事
故

の
低
減
に
つ
な
が
る
有
効
な
も
の
で
す
。

　
交
通
事
故
が
起
き
る
前
に
、
家
族
で
運

転
免
許
証
の
自
主
返
納
や
サ
ポ
カ
ー
な

ど
、
運
転
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
話
し

合
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。


